
地域密着型特別養護老人ホーム　聚恵苑

利用料金表（地域密着特養・ユニット型個室）

令和7年4月1日

<1割負担>

<2割負担>

<3割負担>

※1．加算の内容は、職員の配置等により変更する場合があります。

　　　　【 その他の加算 】

施設独自での利用者負担の軽減制度

介護職員等

処遇改善加算

要介護　1 682 12 22 11 102

利用料金   ＝   介護保険負担割合分   ＋   食費・居住費

介
 

護
 

保
 

険
 

負
 

担
 

割
 

合
 

分

要介護度 基本料金

加算

１日 30日
看護体制加算

サービス提供体制

強化加算
栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化加算

829 ¥24,863

要介護　2 753 12 22 11 112 910 ¥27,292

995 ¥29,857

要介護　4 901 12 22 11 132 1,078 ¥32,353

要介護　3 828 12 22 11 122

介護職員等

処遇改善加算

要介護　1 1,364 24 44 22 204

1,158 ¥34,747

要介護度 基本料金

加算

１日 30日
看護体制加算

サービス提供体制

強化加算
栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化加算

要介護　5 971 12 22 11 142

1,658 ¥49,727

要介護　2 1,506 24 44 22 223 1,819 ¥54,583

1,990 ¥59,713

要介護　4 1,802 24 44 22 265 2,157 ¥64,706

要介護　3 1,656 24 44 22 244

介護職員等

処遇改善加算

要介護　1 2,046 36 66 33 305

2,316 ¥69,494

要介護度 基本料金

加算

１日 30日
看護体制加算

サービス提供体制

強化加算
栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化加算

要介護　5 1,942 24 44 22 284

2,486 ¥74,590

要介護　2 2,259 36 66 33 335 2,729 ¥81,875

2,986 ¥89,570

要介護　4 2,703 36 66 33 397 3,235 ¥97,060

要介護　3 2,484 36 66 33 367

第1段階 生活保護受給者 300 880 1,180 ¥35,400

3,475 ¥104,242

食
 

費
 
・
 

居
 

住
 

費

負担限度額段階 基準 食費 居住費 1日 30日

要介護　5 2,913 36 66 33 427

¥38,100

第3段階①
世帯全員が市民税非課税であって、本人の

年金収入額＋合計所得金額が年額80万円超

120万円以下

かつ、預貯金等の合計が550万円

（夫婦は1,550万円）以下
650 1,370 2,020 ¥60,600

第2段階
世帯全員が市民税非課税であって、本人の

年金収入額＋合計所得金額が年額80万円

以下

かつ、預貯金等の合計が650万円

（夫婦は1,650万円）以下
390 880 1,270

円 適用

科 学 的 介 護

推 進 体 制 加 算 Ⅰ
40／月

入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身状況等に係る基本的な情報を厚生労

働省に提出する等、必要に応じて情報を活用したケアを提供する

¥81,900

第4段階 世帯に課税者がいる者、市民税本人課税者 1,445 2,066 3,511 ¥105,330

第3段階②
世帯全員が市民税非課税であって、本人の

年金収入額＋合計所得金額が120万円超

かつ、預貯金等の合計が500万円

（夫婦は1,500万円）以下
1,360 1,370 2,730

※1．減免を希望される利用者様は、施設へ申請していただきます（所得状況の確認等）。

※2．対象となった方の軽減の程度は、生活保護受給者は居住費の全額、負担限度額段階第２段階の方は居住費の１／４、　負担限度額段階３段階

       の方は居住費・食費の１/４となっております。

外 泊 時 費 用 246／日 ・入院、外泊された場合に算定（1ヶ月に6日を限度とし、入院・外泊の初日、最終日は除く）

安 全 対 策

体 制 加 算
20

(入所初日のみ)

・事故防止のための指針整備　　　　　　　　　　　　　　　　　・事故報告、再発防止策の提示・周知徹

・事故防止を目的とした委員会・研修の実施　　　　　　・事故防止対策の担当者の選定・配置

協 力 医 療 機 関

連 携 加 算
100／月 入所者の現病歴の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する

初 期 加 算 30／日
・新規入所から30日間　　　　・30日を超える病院、診療所への入院後に再度入所した場合

・短期入所利用者が日を空けることなく一般入所した場合は、短期入所利用日数分を差引いて算定する


